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平成２４年度第２回千葉市廃棄物処理施設設置等審議会議事録 

 

１ 日 時：平成２５年３月１８日（月） 

１４時００分～１５時２０分 

２ 場 所：千葉中央コミュニティセンター４階 ４３会議室 

３ 出席者：（委員） 寺嶋委員、羽染委員、杉田委員、三澤委員、畑中委員 

（事務局）青葉資源循環部長、石川産業廃棄物指導課長、 

岩館課長補佐、塚原係長、石渡技師、關主事 

（申請者）株式会社ティーワン 遠田氏他４人 

４ 議題 

（１）産業廃棄物最終処分場（安定型）の変更許可申請に対する意見について 

（２）その他 

 

５ 議事概要 

（１）産業廃棄物最終処分場（安定型）の変更許可申請に対する意見について 

   申請者から、「委員意見に対する申請者回答」の資料に基づき説明があり、

その後、質疑応答を行った。 

（２）その他 

   特になし。 

 

６ 会議経過 

 

事 務 局    定刻となりましたので、ただいまより、平成２４年度第２回

千葉市廃棄物処理施設設置等審議会を開催させていただきます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます産業廃棄物指導課

の塚原でございます。よろしくお願いいたします。 

 会議に当たりまして、資源循環部長の青葉よりご挨拶申し上

げます。 

 

青葉部長    本日は、第２回の審議会を開催しましたところ、先生方には、

大変年度末のお忙しい中、またご遠路のところご出席いただき

まして、まことにありがとうございます。また、前回はちょう

ど寒い時期での現地視察も含めましてご審議をいただきました

こと、本当にありがとうございます。 

 本日は、また前回と同様に、株式会社ティーワンの最終処分

場の変更許可についてでございます。ぜひ、委員の皆様方の専
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門的なお立場、そして、幅広い識見のもとにご審議をいただけ

ればと思っております。本日もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

事 務 局    本日の会議につきましては、千葉市廃棄物処理施設設置等審

議会設置条例第５条第２項に、「審議会は、半数以上の委員が出

席しなければ、会議を開くことができない。」と規定がございま

す。本日は、６名中５名の委員の方のご出席をいただいており

ますので、当会議は成立しております。 

 なお、立本会長から、都合により欠席するとの連絡を受けて

おりますので、ご了承ください。 

 次に、お手元の資料の説明をさせていただきます。 

 まず、本日の会議次第、席次表、資料２の「委員意見に対す

る千葉市回答」、それから、緑色の冊子に入ってございます資料

１、「委員意見に対する申請者回答」ということになってござい

ます。足りないものはございますでしょうか。 

 なお、千葉市情報公開条例第２５条の規定で、審議会につき

ましては、原則、公開とされております。本会議も公開いたし

ます。また、議事録についても公開したいと思いますので、ご

了承いただきたいと存じます。 

 本日は、立本会長がご不在のため、会長代理であらせられま

す寺嶋委員に議長をお願いしたいと存じます。よろしくお願い

します。 

 

寺嶋委員    立本会長の代理として議長を務めさせていただきます。 

 それでは、会議次第に従いまして、議事に移りたいと思いま

す。 

 議題の（１）としまして、「産業廃棄物最終処分場（安定型）

の変更許可申請に対する意見について」でございます。事務局

より説明をお願いいたします。 

 

石川課長    産業廃棄物指導課長の石川でございます。 

 まず最初に、委員の皆様からのご意見をいただきました。申

請者に対するご意見と市に対する意見ということで２本立てで

資料のほうを用意してございます。 

 まず最初に、申請者から説明をさせていただきたいと思いま
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すので、よろしいでしょうか。 

 

寺嶋委員    はい。 

 

石川課長    ではお願いします。 

 

申 請 者    【申請者等を紹介】 

 

 今日お配りした資料を若干ご説明させていただきたいのです

けれども、まず、グリーンのフラットファイルがあります。先

生方に対する質問並びに私どもの回答事項が表紙から５枚つい

ております。それから、各文章の中に資料１とか２とかと出て

くるのですけれども、インデックスがついているところがその

資料１、２、３に当たる部分です。巻末の資料７については、

直近の既存処分場の地下水のデータ、並びに今度予定しており

ます、新しく施設を設置する処分場の水の観測データ、２カ所

ですけど、直近のものを添付させていただきました。 

 資料を読む関係があるので、着席して説明させていただきま

す。すみません、お願いします。 

 最初のご質問でございます。「搬入形態はどういうふうにな

っているのか」ということでございますけれども、そちらにつ

いては、改めて、新規の中間処理業者５～６社と契約締結の上、

営業を開始する予定です。受け入れについては、下表にありま

す廃プラ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートく

ず、がれき類というふうな安定５品目を考えております。 

 それから、非飛散性アスベスト含有廃棄物も埋め立てるわけ

でございますけれども、そちらについては、日付、場所をよく

記録してマニフェストで管理します。 

 それから、埋め立てについては、マニュアルに沿って、プラ

スチック袋、厚み０．１５㎜以上ということになっていますけ

ど、それで二重梱包しまして、その都度覆土します。 

 ２番目の質問でございます。「全ての搬入車について搬入物

を展開検査しますか」ということなのですが、搬入車について

は、大体、日に１０台から１５台程度を予定しております。そ

れらについては全て展開検査を行います。 

 それから、質問の中で、覆土材も含むのかということでござ
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いますが、覆土材につきましては、基本的に、こちらの施設を

設置するときに発生した発生残土を覆土材として転用したいと

思っています。地主さんにお願いして、既に隣接地に土地を借

りることになっていますので、そちらに仮置きをしておいて、

その都度、中間覆土、最終覆土というふうに覆土していきたい

と思っています。したがいまして、覆土材については、展開検

査はしません。 

 （３）「展開試験を行い、有害物質等の混入が認められた場

合は、どのような措置を行いますか」ということなのですが、

搬入業者との契約書にその旨をうたうとともに、不合格の場合、

法令及び条例に照らして、技術管理者が選別できないと判断し

た場合は、写真記録の上、理由書を添付して、全荷物を返品し

ます。 

 （４）「不審な搬入物が埋立不適物であるか判断するために

簡易検査または迅速分析を実施しないのですか」ということで

すが、これについては、まず契約した中間処理業者との信頼関

係によるところが大きいということです。それから、契約書の

中で、定期的に正常データとの提出を義務づけます。その他、

実際に、簡易検査による現場での確認方法につきましては、ほ

かの業者さんからも情報を集めたのですけれども、なかなか適

切な情報が見出せませんでした。 

 東京都で作成しました簡易分析技術につきましても、展開検

査の現場でどのように対応できるか、判断がつかない状況です。 

 不審物が不合格の場合、法令及び条例に照らして、技術管理

者が選別できないと判断した場合は、先ほどと同じ理由で、全

品を返品します。 

 （５）「排出事業者からの『検査データ票』及び『搬入検査

報告書』のフォーマットはできていますか。ありましたら見せ

てください」ということでございますが、これは資料１にあり

ます。一応１１様式、搬入車の管理、展開検査の管理、それか

ら、中にある施設の維持管理の管理データ等の書式があります

ので、資料１に提示させていただきたいと思います。 

 次に、（６）に行きます。処理工程図に一部ミスがありまし

て、これは弊社の誤記でありまして、指摘のとおり修正いたし

ました。資料いたしました資料を２のインデックスのところに

入れてあります。 
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 （７）「石綿含有産業廃棄物は非飛散性廃棄物のみを扱いま

すか。その際搬入処理などで、飛散の恐れはないですか」。先

ほども申し上げましたが、もちろん、非飛散性のものだけを扱

うわけですが、日付、場所を記録して、マニフェストで管理い

たします。埋め立ては二重梱包とし、その都度覆土いたします。 

 続いて、大きな２番、水質関係に入っていくわけです。 

 （１）「処分場外周のＵ字溝に集水して地下浸透させるとい

う話ですけど、外部に放流しないことができますか」というこ

とですが、今までの計画ですと、集まった外周のＵ字溝から既

設処分場の雤水排水管を通じて浸透させることになっておった

のですが、流量計算で、計算上どうしても入ってきませんので、

管理棟用地に、雤水浸透桝９８８．１８６ｍ3の浸透槽を埋設す

ることといたしました。それについては、資料３に、計算書と

土地利用計画図、それから、浸透槽の構造図を添付させていた

だきました。 

 流量計算書の内容を申し上げます。事業区域面積２３，６１

０．０２ｍ2でございます。これをヘクタールに換算して２．３

７ｈａ、つまり、これがいわゆる集水面積となるわけです。貯

留量の計算としては、合理式で１時間当たり貯まる水というこ

とで、おなじみの「Ｃ・Ｉ・Ａ／３６０」という式に代入して

やります。流出係数Ｃについては、勾配の緩い山地ということ

で０．４を採用しております。Ｃ、Ｉ、Ａは各々、流出係数、

降雤強度、事業区域の面積でございます。それを合理式に入れ

て計算していくと、１時間当たり９４８．２４ｍ3の水が最大降

雤時にたまることになります。したがいまして、貯留システム、

プラスチックのビールケースみたいな土木用材料があるのです

けど、それを重ねていきまして、その中の空隙に水をためると

いうシステムがあるのですけれども、それを採用しました。そ

の容量が９８８ｍ3ということでございます。流出量９４８に対

してＯＫというチェックをしております。 

 今度は、２４時間以内にそれが浸透するという計算になりま

すけど、各々、社団法人雤水貯留浸透技術協会並びに千葉県土

整備部資料より流出係数等を換算しまして、そちらの数字にな

っております。浸透量を計算していきますと、１５．６４時間

で全て浸透するという計算になっております。 

 配置図では、配置する位置、図上で右上、管理棟、展開検査
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場があるのですが、そちらで、Ｕ字溝から集まった水を全て、

もちろん、ヒューム管か塩ビ管になると思うのですけど、こち

らに集める予定にしております。 

 次のページは、先ほど私が申し上げましたビールケースみた

いな箱なんですけれども、こちらがその詳細図になります。 

 続きまして、質問事項に戻ります。「浸出水並びに処理水は

出ないとのことですが、既設処分場の管理用浸透桝をのぞいた

とき、かなりの水が流れていたのを見ましたが、なぜですか」

ということ。これは、ことしの２月８日に現地を先生方に見て

いただいたときに、ちょっとふたをあけたら、そんな状況も見

受けられたということでございます。改めて私どもが３月５日

に現地を確認しましたが、水が流れているということはありま

せんでした。ただ、浸透桝の地下のコンクリートの一部にクラ

ックが入っていまして、そこから雤水の浸透した水が水滴にな

って底部に随分落ちていました。そのたびに水紋が発生するも

のですから、それで誤解をいただいたのかなというふうに思っ

ております。このことについては、２５年２月２６日に千葉市

さんのほうにも確認をしていただいております。 

 それから、（３）の①「現在の地形は人為的な改変が進んで

いるように見受けられるので、既設処分場が計画される以前の

地形図がありましたら見せてください」というお話でございま

すので、資料４のほうに、昭和３５年の地形図並びに昭和６１

年の航空写真の資料を添付させていただきました。朱線で囲っ

てある中間部右側が当該地になります。 

 それと、指摘を受けていました「人為的な改変があったので

はないか」ということでございますが、これは、旧事業者のヒ

アリングにより、今はもう埋め立てが完了しています既設処分

場造成工事に際して、今回は隣の土地だったわけですけれども、

こちらの地権者の了承を得て発生残土を一部敷きならしたとい

うことですので、そういうふうに平らになっているのかなとい

うふうに思われます。 

 ②については、後ほど、小村のほうから説明します。 

 ③「標高約３０～４０ｍの間に存在する砂層に地下水脈があ

る可能性はないですか（約３０ｍ以下に粘土層があるため）」

ということでございますが、それについては、柱状図からご判

断されたのかなと思うのですけれども、その粘土層の部分につ
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いては、粒度試験で細粒分の含有率は２４％、深さによって１

４％、それから、№２ボーリングで１６％並びに４％であり、

粘土層と判断できる粒度組成ではなく、比較的均質な下総層群

の砂層であると判断いたしております。したがって、ここに水

がたまるかどうかということを判断することはできないと思い

ます。 

 ただ、同孔内におけるボーリング調査時の孔内水位と、その

後、水位計ではかったアセスメントの地下水の高さには差異が

あります。約７ｍぐらいあります。それは、私も物の本をいろ

いろ読んだんですけれども、ボーリングが水を使った作業であ

るということと、それから、粘性土がボーリング孔内に介在し

た場合は、それほど高い精度の孔内水位を示さないことがある

ということ。それから、深さ３０ｍのボーリングをしたわけで

すけれども、その下、ストレーナを４本使っていますので、１

４ｍよりもっと深いところは全て穴あき管になっております。

そこから直接水位計ではかったデータが一番正しいというふう

に私どもは判断いたしました。 

 

事務局     ちょっと一回とめてください。 

 

事務局     ④の説明の前に、私どものほうから、この残存中間処理場に

つきまして若干ご説明をしたほうが理解が深まると思いますの

で、よろしいでしょうか。 

 

寺嶋委員    はい、お願いいたします。 

 

事務局     この隣接の堆積廃棄物につきましては…… 

 

寺嶋委員    この資料を使うんですか。 

 

事務局     失礼しました。資料２の（１）をごらんいただきたいと思い

ます。 

 株式会社アイランドの中間処理施設でございます。それで、

業の区分につきましては破砕施設による中間処理で、処理能力

は廃プラスチック類で日量３．４５ｔでございます。許可品目

は、廃プラスチック類、それから、紙くず、木くず、繊維くず
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の４品目でございます。許可年月日につきましては、平成１６

年１２月１５日でございます。許可の取り消し年月日は平成１

８年１２月１８日でございます。 

 この許可を取り消すに至った経緯でございますが、平成１７

年に、保管場所に係る違反で事業の停止、これを１０日間とい

うことで行政処分をいたしております。それから、保管量超過

により改善勧告、こういったものを行ってまいりました。職員

の早朝監視によりまして施設外への不法投棄を確認するに至っ

て、私どものほうで警察のほうへ通報しました。その結果、１

８年１月に不法投棄の容疑で従業員３名、それから、同年５月

に代表取締役等５名が逮捕されまして、同年１１月に司法判断

がなされたものでございます。 

 内容的には、株式会社アイランド、法人に対しまして罰金２

５０万円、代表取締役、懲役３年、罰金２５０万円、こういっ

た刑の確定を受けまして、平成１８年１２月１８日に許可の取

り消しという行政処分を千葉市のほうでしたという経過になっ

ております。 

 

申 請 者    続いて私のほうから説明させていただきます。 

 ④「隣接する残存中間処理場の堆積廃棄物による影響を考慮

する必要はありませんか」というご質問でございます。 

 別法人の残存中間処理堆積廃棄物が私どもの計画地に約２０

ｍ程度越境しております。もちろん、たびたび撤去要請をして

おるのでございますけれども、この間先生に見ていただいたよ

うな現状になっております。工事に係る部分については、弊社

として適正に処理いたします。私どもの負担で処理するという

ことです。それから、それでも中にはまだ廃棄物が残っている

わけなんですけれども、そちらについては、私どもの管理棟並

びに展開検査場の土地は借地をすることになっておりまして、

そちらの地権者の方とアイランドの残存堆積物があるところの

地権者が全く同じでございます。したがいまして、地権者の方

から、片づけてくれるよう頼まれているわけです。依頼を受け

ております。したがいまして、今後、改めて分別を私どものほ

うで行いまして、埋め立てる用意がある。そういうふうに履行

するつもりでおります。 
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事務局     今の点で一つ確認をしていただきたいのですけれども、あく

までもこれは申請者がそのようにする予定であるということで

ございまして、法律的にそれができると担保されているもので

はないということだけ頭に置いて議論のほうを進めていただき

たいと思います。途中で申しわけございません。 

 

申 請 者    財産権の問題については慎重に対応していきたいと思ってい

ます。 

 （４）でございます。「原因物質の除去に……」という私ど

もの書類の中の一文でありますが、「努めます」を「除去しま

す」に変更すべきではないかということで、もちろん、そのと

おりでございます。努力は誰でもしますけれども、そのとおり

「除去します」に改めました。それを資料６のほうに添付させ

ていただいております。 

 それから、（５）と（６）は、後ほど、私の後に小村のほう

から説明いたします。 

 ３の「騒音・振動、悪臭関係」に行きます。 

 （１）「生活環境影響調査書の騒音発生源として、バックホ

ウ、ブルドーザー、ダンプトラック各１台としているが、これ

以上の同時稼働はないと判断してよいですか」ということなの

ですが、現状では、さきの３台、バックホウ、ブルドーザー、

ダンプトラック、それの同時稼働を想定しております。今のと

ころ、他の機械を使用する場合は、市の環境規制課と協議の上、

千葉市環境保全条例に定める届け出が全てありますので、そち

らの手続を行ってやっていきたいと思います。それと、現状で

はコンパクターの使用は計画いたしておりません。 

 （２）「拡張前の処分場においては、悪臭、害虫やネズミの

発生、水質悪化などが生じたことはないですか」というご質問

でございます。これも、旧事業者がやっていた事業でございま

すので、旧事業者へのヒアリング並びに維持管理記録等により、

左記の事態はなかったことを確認しております。もちろん、そ

うは言っても、管理事務所には、消臭剤並びに殺虫駆除剤等は

常備いたします。 

 （３）「消臭剤・殺虫剤などは何を予定しているか。また、

もし使用した場合、適当な時期の地下水検査を追加する計画な

どはありますか」というご質問でございます。もちろん、安定
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５品目ですから、悪臭等が発生することはないようにするわけ

ですけれども、万が一発生した場合は、天然植物等から抽出さ

れた成分の消臭剤、殺虫剤を準備いたします。天然なら安全な

のかということもありますけれども、成分等をよく吟味いたし

まして、十分に安全を確認して使用したいと思っております。

したがいまして、薬をまいたときに地下水調査は計画しており

ません。 

 「切土工事の期間の予定はどのぐらいですか」。先ほど、残

土の扱いについては申し上げたのですけど、施設設置に際して、

掘削が約１９万１，５００ｍ3ぐらい出ます。そのうちの中間・

最終覆土を、堰堤とともに緊急覆土用として７万６，３００程

度予定しております。これは、さっき言った現場の隣接地に仮

置きしておきます。したがいまして、１９万１，５００から７

万６，３００の数字を引いていただくと、場外搬出土量は１１

万５，２３７㎥となります。こちらの土につきましては、非常

に良好な山砂でございまして、一旦どこかに仮置きをしておい

て、建設用埋め戻し材として売却をしたいというふうな計画を

しております。６㎥の車が一日４０台、１２分間隔ぐらいにな

ると思うんですけど、それで割っていきますと、稼働日数は４

８０日、１年半ぐらいということになります。 

 ダンプトラックの運行に際しては、県道より入り口付近に砂

利敷きの待避所があったと思うのですが、あちらを待避所とい

たします。そのほか、当然のことながら、交通誘導員を配置し

て、地元車両を優先して運行していきたいと思っております。 

 それでは、私が説明しなかった（３）の②を小村のほうから

お願いします。 

 

申 請 者    では、私のほうからご説明申し上げます。すみません、座っ

てご説明してよろしいでしょうか。 

 まず、３ページの（３）、②の地形と地下水位との関係でご

ざいます。これにつきましては、資料５のほうで示しておりま

す。資料の最初の部分は千葉市さんから出されている資料です。

これは深層水の、深いところの水の流れですけれども、大体、

千葉市全体の水の流れはこういうような形になっておりまして、

丸がつけてあるところが計画地の位置です。大体、北から西の

方向に、これは深層水のほうです。深いところは大体こういう



11 

 

水の流れです。 

 次に、次ページの資料のところですけれども、これが、私ど

もが１年間、地下水位を調査した結果です。これの位置関係に

つきましては、資料７の最初に図面があると思いますけれども、

これの計画地の№１、№２、既設の№１、№２、№３という、

これに位置関係が大体一致しております。これを見ますと、一

番標高が高いところは№１です。計画地の№１の標高が一番高

くて、次に、既設の№１、それから、既設の№２、№３、計画

地の№２というところが一番低い地下水位になっております。

この資料７の標高のところ、地点図を出しているこの地図に標

高が載っていますけれども、計画地の№１のところが約５０ｍ

近辺で、だんだん北東の方向に下がるに従って標高が下がって

いるような兼ね合いです。今回の地形のものと地下水位との関

係から見まして、正面の傾きと地下水位は調和しているのでは

ないかと判断しております。 

 次に、４ページのところの（５）です。「増設分の観測井に

ついて、電気伝導とか塩素イオン濃度は調査したほうがよい」

というご指摘に対してですけれども、現在、千葉市さんが制定

している指導要綱、あと国関係の安定型処分場の浸透水・周辺

地下水の検査項目については、電気伝導率、塩素イオンの測定

項目はございませんが、この２項目については地下水汚染の早

期発見指標として重要な項目と考えておりますので、これにつ

いては維持管理項目に追加したいと考えております。 

 次に、同じ４ページの（６）、地下水の現地調査における硝

酸性窒素についてです。「肥料関係の影響が一番大きいのか」

というご指摘についてですけれども、これにつきましては、生

活環境影響調査の８０ページのところに、千葉市さんが出され

ています周辺の汚染状況のものが載っているのですけれども、

計画地周辺は、やはり、硝酸性・亜硝酸性窒素が高い地域だよ

ということが明示されていると思います。それの原因の要因と

してですけれども、工場排水、事業排水、それから、家畜排水、

生活排水、あと肥料関係、自然由来とか、いろいろ多種多様な

要素はあると思うのですけれども、計画地周辺の土地利用状況

から判断して、肥料関係の影響が一番大きいのではないかと判

断しております。 

 以上です。 
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申 請 者    以上、説明は終わりました。 

 

寺嶋委員    事業者からの説明は全部これで終了ですか。 

 

事 務 局    はい。 

 

寺嶋委員    それでは、事業者の説明について、ご意見、ご質問がござい

ましたらお願いします。 

 １ページで、私からよろしいですか。民間の処理業者５～６

社という形で、ある程度限定する形、あるいは、新規を入れた

いといえば受け入れる。そこらは、こういう施設の運営上は一

般的にはどういうものなんですか。大体５～６社と決めたら、

その会社だけに絞って行うんですか。 

 

申 請 者    そういうことですね。皆さんもよく知っておられる中間処理

業者、既に３社ぐらい内定しているのですが、ほか、そういっ

た方とやっていきたいと思っています。 

 

寺嶋委員    廃プラスチックなんかは、ベールで巻いたような形で入って

くることはないんですか。容器包装なり何なり、これは一廃の

ほうかもしれませんけど、ああいうので何かおかしなものが紛

れ込んでくることはないですか。 

 

申 請 者    先ほど説明の中で申し上げましたけれども、全て展開検査を

かけますので、中のベールが余り大きいものについては、当然、

ほどいて切って、それでやります。 

 

羽染委員    ２ページ目の（３）の展開検査の回答の欄に「技術管理者が

選別できないと判断した場合は」云々とあるのですけれども、

技術管理者が判断するということは、毎日、全量の台数を展開

検査するわけですけれども、そのときに技術管理者が必ず立ち

会うという理解でよろしいですか。 

 

申 請 者    そういうことです。 
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寺嶋委員    関連して、搬入不適物、あるいは埋め立て不適物の確認の場

合、特に重金属で鉛だとかそういうものは、中間処理業者が特

定されているのでしたら、事前に中間処理業者の作業現場へ行

って、そういう不適物なり何なりがどういう形で選別されてい

るかということを確認しておいたほうがいいと思うんですね。

そうすると、受け入れるときにも非常に参考になるのでは。 

 

申 請 者    ご指摘ありがとうございます。当然、そのように事前に、そ

の廃棄物が実際に発生する場所にお邪魔して、それを観察の上、

その上で徹底させていただく。それから、別途、定期的に定常

計算データを処分場のほうに提出するように業者間で契約した

いと思っています。 

 

寺嶋委員    それ以外にちょっとお聞きしたいのですけれども、周りで井

戸を使っている方々の井戸の深さというのはどのくらいなんで

すかね、今。 

 

申 請 者    現地で水質調査を行いまして、周辺民家の方のところでヒア

リングをしました。わかるところと全然わからないところがあ

ったのですけれども、大体、４０から５０ｍ前後だということ

をヒアリングしたところの２件からは回答を得ましたけれども、

あとの民家のところについては、よくわからないということを

いただきました。 

 

寺嶋委員    地上から３０～４０ｍ下ということですか。 

 

申 請 者    大体４０から５０ぐらいだというお話をヒアリングでは伺い

ました。なかなか、一般の民家の方ですから、やられたときに

井戸を何ｍ掘ったんだというのは、曖昧と言ったらおかしいん

ですけど、大体そのぐらいだろうというお話しか、私どももデ

ータがヒアリングしか入手しようがなかったものですから。 

 

杉田委員    推定距離では、どのぐらい計画地からそれらの民家の方の井

戸は離れているんですか。 

 

申 請 者    これにつきましては、アセス書の７８ページのところに、周
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辺民家で行ったところの自宅をＡからＧまで表示しています。

下の寸法が２００ｍのスケールをつけていると思うんですけれ

ども、大体４００とかそれ前後、位置関係としては大体こうい

う位置関係のところの民家を、計画地から周辺を回るように設

定させていただきました。 

 

畑中委員    周辺の井戸の使用状況というのはどの程度なんですか。飲料

水から何から全て。 

 

申 請 者    こちらにつきましては、対象民家のＡからＧまでを載せてい

るんですけれども、飲料水及び生活排水に使われているという

ことでした。水道はありませんというヒアリングの結果です。 

 

羽染委員    資料１の４枚目に「搬入管理シート（日報）」というのがある

んですけれども、４枚目、Ａ４の横長、「様式３」というやつで

すね。この中の右から２番目に「水素イオン濃度指数」という

のがあるんですけど、これは、どういう条件ではかった何のｐ

Ｈをここに記載するのかというのがわからないのですが。 

 

申 請 者    これにつきましては、もしも搬入物が酸・アルカリの影響が

あるようなものだといけないというようなことで、現場で簡単

にバケツ……、今回採用した方法は載ってるみたいなんですけ

れども。 

 

羽染委員    溶出試験みたいなものでやろうと。 

 

申 請 者    溶出試験で簡単に、バケツに廃棄物と水を入れて、ぱっとま

ぜれば、もしも油関係があればｐＨ試験紙なりに写りますので、

その辺は、そういう形でこれは書いてあると思うんです。今回

は、そこまでは。 

 

羽染委員    簡易試験は難しいという回答でしたよね。何番でしたっけ。

２枚目の（４）の回答の中で、「展開検査のほかに、簡易検査に

よる確認方法につきましては、ほかの業者の情報も求めたけれ

ども、適切な方法が見出せませんでした」というので、やらな

いというふうにとれるのですが、この管理シートを見ると、じ
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ゃあ、やるのかということなんですけど。 

 

申 請 者    現場で、展開検査場で対応する話ですから、どの程度のこと

ができるのかはあれなんですけれども、一応、この水素イオン

濃度も何かしらの一つの手がかりにはなるのかなということで、

この程度は、できればやっていきたいというふうな私どものス

タンスでございます。 

 

羽染委員    一応やりますということであれば、これが申請書に添付され

て、それをずっとやっていかなくちゃいけないわけですから、

十分に検討して、「やります」と言うのか、「あきらめる」と言

うのか、判断していただければと思います。こういう申請書類

を出したら、ずっとやっていかなくちゃいけないことになりま

すからね。 

 

申 請 者    簡易検査として水素イオン濃度の測定を実施いたします。 

 

羽染委員    実施していただけると、そういう意気込みがあるということ

ですね。 

 

申 請 者    いずれにしても目安にはなりますので。 

 

寺嶋委員    地下水ですとか水の流れの方向とか、これは私のほうから質

問したんですけど、きょう資料を出していただいて、大体わか

ってきましたが、現地を見たとき、家が建っていましたよね。

一番最初に現地に行ったとき。 

 

申 請 者    集まったときですね。 

 

寺嶋委員    ええ。あそこに立ったときに、地形が、家が建っているとこ

ろが一番低いような感じに見えたものですからね。 

 

申 請 者    地形上は全く逆でありまして、先生方が集まられた付近が標

高約５０ｍでございます。既設処分場の一番高いところが４３

ｍ。７ｍぐらい下がっております。 
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寺嶋委員    標高で３０ｍ、大体、今の地盤からちょうど１０ｍぐらい下

のところに、地質調査で、粘土層と書いてあるものですから、

それで、私、それが一つの遮水層みたいな感じの機能を持って

いて、その上を雤水が、上から降ったものが流れてくるんじゃ

ないかと。 

 

申 請 者    ちょうど先生方が現場を見られる２日前に大雤が降ったもの

ですから、クラックから入っている水がおびただしかったんだ

と思うんですよ。したがって、水音がジャージャー、ジャージ

ャーつたうものですから、そんなふうに見られたのかなと思い

ます。 

 

寺嶋委員    あともう一つは、今度、周囲の側溝へ流れ出たものの地下浸

透が当初の計画では不十分ということで、雤水浸透槽というの

を設けるということになったようですけれども、既設処分場も、

いろいろ枯れ草だとか何かでもってみんな埋まっているような

状況で、あれですとみんな溢れてしまうので、やっぱり、ああ

いう排水溝をも掃除しておかないとまずいと思うんです。 

 

申 請 者    了解しました。適正に管理いたします。 

 

寺嶋委員    私たちはちょうど冬に行きましたが、処分場の上に、草や何

かはみんな枯れているわけです。ああいうものは一般的にはど

ういう形で管理することになるんですか。冬、ああやって枯れ

たままで、あれはあれで栄養分になるのかどうかわかりません

けど、植物のああいうものは、刈って、それを何らかの処理を

したほうがいいのか。そういう埋立地の管理、後の維持管理に

ついて羽染さんが詳しいから、ちょっと教えていただけますか

ね。 

 

羽染委員    維持管理上、当然、水たまりとかはできちゃいけないわけで

すから、安定型の場合は速やかに浸透するような状態に維持管

理しないといけないと思います。 

 

申 請 者    当該地は、比較的砂質土、千葉は大体そうなんですけれども、

砂質土が多くて、水がたまったとか何とかということはありま
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せん。 

 

寺嶋委員    そのほかどうぞ。 

 

三澤委員    今お聞きするのが適当かどうかはわからないのですけれども、

処分場の地表面の状況というのが１年を通してどんなふうにな

るのかというのが、いま一つ今の話でもよくわからないのです

けれども、プラスチックだとかを持ってきますね。上を土で覆

うわけですよね。そうですよね。サンドイッチというか、そう

やってずっと。そうすると、常に裸地が広がるんですか、一番

上には。つまり、ここのところが済んじゃったら、そこは１年

ぐらい放っておいて、その間に草が生えてくるというような状

況があるんですか。 

 

申 請 者    サンドイッチ工法でございまして、廃棄物を２ｍ、その上に

中間覆土をやっていきますので、常に仕事はしていますので、

雑草等が発生する懸念というのはないと思います。 

 

三澤委員    違う機会にお聞きしようと思ったのですけど、つまり、常に

裸地になるということですね。前回もお聞きしたんですけど、

風が強ければ砂塵が飛んで、要するに、大気中の浮遊物質の濃

度が非常に高くなるわけで、農地でしたら、作物が生育してし

まえば比較的飛散は抑えられるわけですけれども、今、春先の

畑が裸地の状況で、これが一年中継続するという格好なわけで

すよね。そういう意味では、砂塵の飛散というのをかなり念入

りにやっていただきたいなという思いが実はあるわけです。通

年を通して、この場合だと、水をまくというようなことを考え

ていらっしゃるようなんですけれども、具体的に、あれだけの

面積のところでどうやって水をまくのかなとか、ちょっと不安

になってくるというか、具体的な計画が、つまり、どこかに井

戸が要るわけですけど、散水施設が要るわけですけれども。 

 

申 請 者    散水井戸は、今、既存もありますけれども、改めて４カ所、

一日以内であれば公害防止条例にかからないで掘削できますの

で、届け出をしまして、それで設けて、小まめに水をまきなが

らやるという。風の強い日は作業を中止するということです。 



18 

 

 

寺嶋委員    既設処分場はもう雑草で表面が覆われていますね。あれはあ

れで一つの……。 

 

申 請 者    既設処分場につきましては、現在、雑草の状態になっている

のですけど、あちらは、他法令手続の中で、林地開発、林の地

と書くんですけれども、林地開発の許可をとってやっておりま

す。したがって、これから完了した後は、あちらを山林に復元

する、苗木を植えるといいますか、そういうふうな土地利用に

なっていきます。 

 

寺嶋委員    どうぞ。 

 

羽染委員    回答書の一番最後のページの（４）に、場内で使う土砂以外

は全部搬出して、どこかに仮置きして売却するという計画に書

いてあるのですけれども、この仮置き場所というのは１カ所な

のか、それとも複数カ所なのか。そういうのがかなりの量出ま

すので、例えば、１カ所に高く積んで、それが流出したりする

心配もあります。その辺明らかにして、搬出した先で被害とか

流出とかが起こらないようにしていただきたいと思うんですけ

れども。 

 

申 請 者    仮置き場につきましても、千葉市は、千葉県もそうなんです

けれども、残土条例という手続が一時堆積の場合でもあります

ので、その辺の手続をきちっと踏まえて履行したいと思います。 

 

羽染委員    よろしくお願いします。 

 

寺嶋委員    そのほか、申請者の説明につきまして、何かご意見、ご質問

がございましたら。 

 

杉田委員    細かいことなんですけれども、水質の検査結果を拝見しまし

て、既設処分場観測井の３番の電気伝導度がかなり高くなって

いますが、何か理由は考えていらっしゃいますか。 

 

申 請 者    既設処分場の№３でございますか。 
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杉田委員    はい。安定型ということで、水質には余り出ないのかなと思

っていたんですけど。 

 

申 請 者    ３月５日分の調査結果でしょうか。それとも……。 

 

杉田委員    ２月２３日と書いてあります。もしこんなに電気伝導度が高

いとすると、例えば、多分飲用には使えないと思うのですが、

近くの井戸の方が飲んでいらっしゃるということだったので。 

 

申 請 者    カルシウム、硬度が４６０関係とあと電気伝導とか、そのあ

たりのご指摘でしょうか。 

 

杉田委員    はい。 

 

申 請 者    これにつきましては、アセス書の１０７ページのところに、

これは平成２０年で５年前のデータなんですけれども、そのと

きには大体№３で硬度が１８０前後であったんですけれども、

今回は４６０で、飲料水基準の３００を超えちゃっているとい

うお話ですよね。 

 

杉田委員    下流方向にＦさんのお宅や何かがあるので、先ほど、飲料に

使っていらっしゃるとおっしゃっていたので、もしこの水がそ

のまま流れて下流へ行ってしまうと多分いけないと思うので、

その辺は、それでは監視をされる予定は。 

 

申 請 者    先ほどの民家のヒアリング、井戸の深さが５０ｍぐらい、今

回調べたのが２５～２６ｍということで、層がまるっきり違う

んですけれども、それでも、やっぱりそういうご指摘ですか。 

 

杉田委員    はい。下流方向ですよね、Ｆさんのお宅は。 

 

申 請 者    即答できないので、もう一度……。 

 

申 請 者    精査いたしまして、もう一度改めてお答え申し上げます。 
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寺嶋委員    それでは、ひとまず事業者に対する意見、質問はこれまでと

して、また最後に全般でやりますので。 

 次に、各委員から千葉市に対しての質問もありますので、千

葉市から説明をお願いします。 

 

（資料配付） 

 

事務局     それでは、先ほどもちょっとごらんいただいたと思うのです

が、資料２、一枚ぺらをまずごらんいただきたいと思います。 

 先ほど、隣接の産廃の中間処理場につきましてご説明をした

ところでございますけれども、今お配りしたのは、撮影年月日

がちょっとあれなのですが、大体１９年ごろの既設と、それか

ら、塀でちょうど真ん中ぐらいにあるのが株式会社アイランド

の施設でございます。当時、ここに過剰堆積があって、それを

外の現場に不法投棄したというようなことで、空から撮って証

拠として持っておる、そういうような写真でございます。 

 既設の処分場につきましては、左のほうですけれども、色が

変わって白っぽくなっているところ、ちょうどこの辺が既設の

処分場になろうかと思います。今回、計画地は、ちょうど左側

のこの辺あたりが計画地で、先ほど言った既設の処分場をつく

るときに砂を掘ってこの辺に敷きならしたというのが大体こう

いうような状況かなというふうに考えております。 

 それで、（１）で、「措置命令が出ている隣接の産廃中間処理

場内の堆積廃棄物について」ということなんですけれども、現

在、不適正保管されているもの、先ほど、許可の取り消しまで

はご説明したと思うのですが、その下に、「不適正保管について」

ということで、ちょっと「正」の字が違いますけれども、申し

わけございません。平成１９年に改善命令を発出し、その後、

措置命令まで発出しております。その結果、一部１，０００ｍ3

ほど指導に従って排出されましたけれども、排出後も、廃棄物

約４，６００ｍ3、ごらんになったと思うのですが、あの山が大

体４，６００です。大体、ふけていたものがある程度おさまっ

たので山の形が尐し沈んでいるかなというのはありますけれど

も、大体４，６００はあそこにあるというふうに私どもは考え

ております。 

 それから、①でございますけれども、「堆積廃棄物の性状は何
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ですか」という問い合わせでございます。これにつきましては、

見た目ですけれども、廃プラスチック類、金属くず、木くず、

土砂などでございます。性状分析を行っておりませんものです

から、今、はっきりしたことは申し上げられないと。性状分析

について、今後、必要があれば実施していきたいと考えており

ます。 

 それから、②の「産廃中間処理場からの表層水及び浸透水に

より、本事業に影響が出ないか確認する必要はありませんか」

ということでございますけれども、現在のところ、既設処分場

の観測井の水質分析、これは千葉市が年に１回やっております。

この結果と維持管理報告、多尐提出がない時期もありますけれ

ども、そういったものを見て、異常が出ていないだろうという

ようなことで、今後も、地下水等の水質については、立ち入り

検査での採水分析、それから維持管理報告等で確認をしていき

たいと考えております。 

 それから、「残存廃棄物が撤去され改善される見込みはどうで

すか」ということで、先ほど、申請者のほうから、計画地にあ

るものは撤去する、それで、そのほかのものについては、土地

を借りておるので、地主さんの要望もあって、撤去したい用意

があるという、そこまでのお話がありましたけれども、私ども

も、今後もアイランドに対しましては撤去の指導をしてまいり

ます。ただ、資金難とかそういうふうに聞いておりますので、

厳しい状況であるということは認識しております。それで、今

回の計画地に残されている廃棄物、今言ったように、処分場の

設置に支障がないよう撤去等適正処理を指導していきます。そ

れ以外の部分、借りている部分とか展開部分ですけれども、撤

去を許可の条件にすることはできないだろうというふうに考え

ております。 

 それから、（２）でございますけれども、「残存中間処理場の

廃棄物撤去完了まで、本事業の技術審査を保留する必要はない

ですか」ということで、既存の堆積廃棄物が地下水等に与える

影響は私どもにもわからないというようなこともございますの

で、こういったようなご質問かと思いますけれども、今回拡大

を予定しております最終処分場の計画により、周辺の生活環境

に影響を及ぼす、こういったものがあれば、計画の変更なりを

指導していくことは可能というふうに考えておるのですけれど
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も、今の段階では、法的に見て、こういう審査を保留すること

はできないのではないかと、こういうふうに考えております。 

 以上です。 

 

寺嶋委員    千葉市に対して委員から出ました質問に関してのお答えがご

ざいました。この件につきまして、皆さんのご意見、ご質問が

ございましたらお願いいたします。 

 

羽染委員    計画地というのは、この中間処理場のどの辺を通っていると

見ていますか。 

 

事務局     この写真でいきますと、右から左にかけて白い塀が見えると

思うのですけれども、それの外れから下のほうの塀の角に連な

る部分ということです。ここで言いますと、ここの塀からこの

角、これを結んだような線なので、ここら辺が若干重なってく

るわけです。ここまで全部まだ廃棄物の山になっていますので、

この部分に若干重なってくるので、これについては撤去します

という話になっています。こちらは今でも空き地になっていま

す。 

 

羽染委員    この中間処理場の真ん中ぐらいに計画線が通っているわけで

すね。 

 

事務局     そうです。真ん中から３分の１ぐらいにかけてです。 

 

羽染委員    いずれにしても、堰堤工事とかで掘るのに、かなり中へ入り

ますよね。 

 

事務局     地図でいうところの堰堤部分ぐらいのところに重なるかと思

います。 

 

事務局     申請者のほうからだと、２０ｍほど入っているということで、

工事とすれば、もう尐し、３０ｍぐらいになりますか。 

 

申 請 者    そうですね、工事は３０ｍぐらい撤去しないと、工事用の作

業スペースが必要ですから。 
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事務局     ただ、敷地境界でいえば２０ｍ、工事をするには２０ｍ以上

を撤去していかないと掘削できないということだと思います。 

 

寺嶋委員    千葉市さんのお立場では、法的な面からこういう残存廃棄物

の処理とかそういうものは強制できないと、先ほどちょっと説

明がございましたね。法的な面から。 

 

事務局     許可の条件で、ほかの業者の廃棄物を片づけろというのは、

なかなかできづらいところがあります。 

 

寺嶋委員    申請者のほうで自主的に、工事の邪魔になるとかそういう面

から、これを。 

 

事務局     工事の邪魔になる部分につきましては、自分が処分場をつく

るのですから、そこは片づけないとできないよということで、

片づけてもらう形になります。 

 

寺嶋委員    ただ、残存廃棄物自体は、本来は何も責任はないわけですよ

ね。ただ、それもやりますという言い方なんですかね。 

 

事務局     処分場に係る部分については、所有者、あるいは使用者とし

て、片づけないとそこを使えないので片づける。所有者の立場

として片づける。それ以外につきましては、所有者から片づけ

てくれという依頼があったので検討しているというような話だ

と思います。 

 

畑中委員    片づけに際しては、いわゆる中間廃棄物として扱って、今後、

それからいろいろと、自分のところへ埋め立てるものは埋め立

てるようにするとか、そういう形になるんですか。 

 

事務局     そこら辺の法律的なところは難しいところだと思います。基

本的には、今は許可はないのですが、アイランドが片づけなけ

ればいけない廃棄物でございますので、それでやるのが正式な

ものだと思っております。ただ、不法投棄されたものを地主が

自分で片づけるのを妨げるものではありませんので、そういっ
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た形で片づけるということが現在の計画に係っている部分の片

づけだと思っています。それ以外の部分については、土地の所

有者からの撤去という形になるのではないかというふうには考

えております。 

 

畑中委員    撤去ということですか、処理ではなくて。 

 

事務局     そうです。 

 

寺嶋委員    紙くず、木くず、繊維くず、こういうものが入ってくると、

管理型の埋め立て処分場に持っていかなければいけないという

問題が出てきますね。それだけいろいろ負担がふえてくること

になる。そういうものはこれからつくるところへ埋めるわけに

いかない。もちろん、選別するんでしょうけどね。 

 

事務局     きちんとやらないと、なかなか難しいところがございますの

で。 

 

事務局     私のほうで申請者にご質問したいのですが、よろしいでしょ

うか。 

 

寺嶋委員    はい。 

 

事務局     先ほど、計画地は自主的に撤去しますと。あと、それ以外の

部分については、地主さんの意向もあって、管理棟なり展開検

査をやるような敷地について、ひっかかるところのごみがあれ

ば片づけますというお話でよろしいんでしょうか。 

 

申 請 者    そういうことで了解いただいて結構です。 

 

事務局     そうすると、この平面図でいくと、展開処理場と管理棟って

アイランドの土地にはないですよね。 

 

申 請 者    ですから、私どもが借地している管理棟と地主さんが同じな

んです。 
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事務局     だから、先ほど私が聞いたのは、管理棟と展開場で必要にな

るようなところについても撤去というふうに聞いたのですが、

そうじゃないんですか。地主がということですか。 

 

申 請 者    そうです。地主さんの依頼を受けてということです。 

 

事務局     わかりました。 

 

畑中委員    残りの部分もということですね、管理棟以外の部分も。 

 

寺嶋委員    この写真で、今、これはもうなくなっていましたかね。 

 

申 請 者    はい、もうないです。 

 

寺嶋委員    水色の屋根ですね。 

 そのほか何かございますか。ご質問でもご意見でも。 

 予定した時間より尐し早いのですけど、何か出尽くしたよう

な……。全体を通してでも、事業者のほうの説明に対する質問、

意見を含めまして、ありましたら出していただきたいと思いま

す。 

 

申 請 者    改めまして、先ほどお答えし切れませんでしたカルシウムと

マグネシウムの件につきましては、再度手配いたしまして、文

書にて再回答させていただきます。よろしくお願いします。 

 

寺嶋委員    よろしくお願いします。 

 それでは、ご質問、ご意見、大体尽きたようでございますの

で、改めて、この会議が終わった後でも、もう一度見直して何

か不明な点ですとか質問等がございましたら、事務局まで連絡

いただきたいと思います。そして、次回に、その件に関しては

説明をいただくという形にさせていただきたいと思います。 

 また、変更許可申請に対する意見について答申に盛り込む内

容については、次回検討を行いたいと思います。変更許可申請

書の内容及び今回の説明を聞いて、今回の計画について生活環

境上の影響があると思われる事項または考慮したほうがよいと

思われる事項等について、事務局にご連絡いただきまして、そ
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の内容を事務局でまとめていただき、次回の審議会において説

明をいただきまして、答申書について検討を行うことにいたし

たいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

寺嶋委員    事務局、それでは、そういうことでよろしいでしょうか。期

限は大体いつまででしたか。 

 

事 務 局    そうしましたら、３月２９日の金曜日、今から２週間ぐらい

になりますけれども、間に休みが入りますが、それぐらいまで

にメールかファクスでお願いしたいと思います。メールのひな

型につきましては、改めてまた電子ファイルのほうで送らさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。事務局のほうで

まとめて、次回の審議会でご報告させていただきたいと思いま

す。 

 

寺嶋委員    年度末の忙しいところ恐縮ですが、３月２９日までに事務局

のほうへ、ご質問なりご意見がありましたら出していただきた

いと思います。 

 その他ですが、事務局で何かございますか。 

 

事 務 局    特にございません。立本会長のほうには、私どものほうで、

資料と今回の審議内容についてはお知らせ申し上げておきます

ので。 

 

寺嶋委員    それでは、以上で本日の審議会を終了いたします。事務局に

お返しします。 

 

事 務 局    委員の皆様、長時間にわたる討議、どうもありがとうござい

ました。 

 以上をもちまして、平成２４年度第２回千葉市廃棄物処理施

設設置等審議会を終了させていただきます。 

 なお、本日の会議の議事録は公開する予定でございますので、

後日、議事録案を皆様に送付させていただきまして、確認をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 次回は、４月には開きたいと思いますので、また日程等の調

整をよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 


